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序　　　文

　モンゴル国のヨード欠乏症（IDD）の状況は、国際機関等の調査により深刻であるといわれてい

ますが、同国政府のIDD対策に関する知識・経験不足から、その対策活動が難航しています。ま

た、1960年代より国際機関主導により予防接種拡大計画（EPI）を展開し、高い接種率を確保して

いるものの、対象疾病の診断能力の強化、予防接種方法の見直しに着手し、より効果的な予防接

種活動を実施すべきとの声が高まっています。かかる状況のもと、同国政府は、1990年９月に国

連が開催した「子供のための世界サミット」に参加、1993年５月には「モンゴルにおける子供の

発達のための国内行動計画」を取りまとめ、近年、同計画に盛り込まれているEPIおよびIDD対策

を政府の強い指導のもとで積極的に推進しています。

　かかる背景のもと、同国政府は本計画の一環として、母と子の健康、プライマリー・ヘルスケ

アの観点からIDDを撲滅し、EPIの自立運営を達成すべく、1996年７月、わが国に対しプロジェク

ト方式技術協力を要請越しました。

　これを受け、国際協力事業団は、プロジェクト方式技術協力による母と子の健康プロジェクト

実施の可能性について調査すべく、1996年８月31日から同年９月11日までの日程で、国際協力事

業団医療協力部部長吉田哲彦を団長として事前調査団を派遣しました。

　また、同調査団の調査結果を踏まえ、プロジェクト立ち上げに向けて調査不十分な事項を補完

すべく、1997年４月７日から同年５月20日までの日程で、東京大学医学部国際保健計画学教室講

師猪狩友行氏、同教室客員研究員山田智恵里氏、東邦大学医学部新生児学教室助手伊藤晴通氏の

３名を長期調査員として長期調査を実施しました。

　本報告書は、これらの調査結果を取りまとめたものです。ここに本件調査にご協力いただきま

した関係各位に対しまして、深甚なる謝意を表しますとともに、今後とも、ご指導、ご鞭撻をお

願い申し上げます。

　1997年８月

国際協力事業団

理 事 　 小 澤 　 大 二
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Ⅰ．事前調査団報告書
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１．事前調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

　モンゴル国（以下、モンゴル）においては、1960年代初頭より予防接種拡大計画（EPI）が開始

され、現在まで国際機関等の援助によるワクチンの調達で高い接種率を確保しており、今後はワ

クチンの確保を含め、EPIの自立運営に向けての支援が必要となっている。一方、同国における

ヨード欠乏症（IDD）は深刻な健康問題であり、1992年の保健社会福祉省／国際連合児童基金

（UNICEF）の全国甲状腺腫調査によると、首都ウランバートルの学童および妊娠可能年齢女性

におけるIDDによる甲状腺肥大は40％を超えており、またIDDによると思われる子供の知能の発達

障害や死産も多くみられ、ヨード塩の普及などによる対策が急がれている。

　このような状況のなか、同国政府は1990年９月に国際連合が開催した「子供のための世界サミッ

ト」に参加、1993年５月には「モンゴルにおける子供の発達のための国内行動計画」を取りまと

め、近年、同計画に盛り込まれているEPIおよびIDD対策を政府の強い指導のもとで積極的に推進

している。

　かかる背景のもと、同国政府は、本計画の一環として、特に母と子の健康、プライマリー・ヘ

ルスケア（PHC）の観点からIDDを撲滅し、EPIの自立運営を達成すべく、1996年７月、わが国

に対し、IDD対策およびEPIにかかるプロジェクト方式技術協力を要請越した。

　本要請を受けて、同国側の要請内容と実施体制および協力実施計画等を調査・協議することを

目的として、事前調査団を1996年８月31日から９月11日まで派遣した。

１－２　調査団の構成

担  当 氏  名 所     属 

団長 総  括 吉田 哲彦 国際協力事業団医療協力部部長 

団員 E P I 堀内  清 千葉県血清研究所開発部部長 

団員 I D D 猪狩 友行 東京大学大学院国際保健計画学教室助手 

団員 医療行政 坂本  純 厚生省大臣官房国際課国際協力専門官 

団員 技術協力 林 伸一郎 外務省アジア局中国課事務官 

団員 協力計画 仁田 知樹 国際協力事業団医療協力部医療協力第一課課長代理 

団員 通  訳 大束  亮 財団法人日本国際協力センター研修監理員 
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１－３　調査日程

日 順 月 日 曜日 移 動 お よ び 業 務 

第１日 ８・31 土 移動 羽田→関西（NH-143）、関西→ウランバートル（OM-904） 

第２日 ９・１ 日 JICA/JOCV モンゴル事務所、ニャムダワー前保健社会福祉大臣表敬およ

び協議、ウランバートル市内視察 

第３日 ９・２ 月 在モンゴル日本国大使館、大蔵省、対外関係省、保健社会福祉省との協議、

地質鉱物資源研究所プロジェクト視察、ニャムダワー前保健社会福祉大臣

主催レセプション 

坂本団員 移動 モスクワ→ウランバートル（OM-136） 

第４日 ９・３ 火 国立栄養研究所との協議および視察、製塩工場視察、国立衛生疫学微生物

研究所との協議および視察、国立感染症病院視察 

第５日 ９・４ 水 UNICEF 事務所、WHO 事務所との意見交換 

移動 ウランバートル→ガチョールト（陸路） 

ガチョールト病院視察 

林団員 移動 ウランバートル→北京（OM-223） 

第６日 ９・５ 木 ナライハ市役所表敬、ナライハ病院視察、ナライハ市助役主催レセプショ

ン（昼食） 

移動 ナライハ→ウランバートル（陸路） 

調査団内打合せ、調査団長主催レセプション（夕食） 

林団員 移動 北京→成田（UA-828） 

第７日 ９・６ 金 保健社会福祉省との協議、ゾリグ保健社会福祉大臣表敬、ミニッツ署名・

交換および記者会見 

第８日 ９・７ 土 移動 ウランバートル→関西（OM-903）、関西→成田（NH-144） 

吉田団長、仁田団員 移動 ウランバートル→北京（OM-223） 

第９日 ９・８ 日 資料整理 

第10日 ９・９ 月 移動 北京→天津（陸路） 

天津医薬品検査技術プロジェクト視察、天津市科学技術委員会委員長主催

レセプション（昼食） 

移動 天津→北京（陸路） 

第11日 ９・10 火 中日友好病院視察、中日友好病院第一副院長主催レセプション（昼食）、

国立肢体障害者リハビリテーションセンター視察、中国ポリオ対策プロジ

ェクト視察、調査団長主催レセプション（夕食） 

第12日 ９・11 水 JICA 中国事務所報告 

移動 北京→成田（NH-906） 
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１－４　主要面談者

(1) モンゴル側関係者

１）対外関係省（Ministry of External Relations）

　Ms. P. Narangua Director, Foreign Trade and Economic Cooperation

Department

２）大蔵省経済政策局（Ministry of Finance）

　Mr. Tserenpilyn Davaasuren Officer, Department of Economic Policy

３）保健社会福祉省（Ministry of Health and Social Welfare）

　Mr. Lkhagbajabin Zorig Minister

　Mr. D. Bayarsaikhan Director, Department for Economics and Coordination

　バヤスガラン Director, Department for Population and Public

Health

　Dr. Narangerel Officer, Department for Population and Public Health

　Mr. Battumur Officer,Department for Population and Public Health

４）国立公衆衛生研究所（Public Health Institute）

　Narantuya Director

　J. Mendsaikhan Head,Department of Virology

５）感染症研究センター（Research Center of Infectious Diseases）

　Dr. Togoo Altantsetseg Deputy Director

　N. Dondog Chief Epidemiologist

　B. Gerelsuren Epidemiologist

　B. Enkhtuya Epidemiologist

６）栄養研究所（Nutrition Research Center）

　Dr. M. Oyunbileg Director

　Oyunchimeg Coordinator of IDD Project

７）WHOモンゴル事務所（WHO Representative Office in Mongolia）

　Dr. U. H. Susantha de Silva Representative

８）WHO西太平洋地域事務局（WHO Regional Office for the Western Pacific）

　Dr. Yoshikuni Sato Technical Officer

９）UNICEFウランバートル事務所（UNICEF Ulaanbaatar Office）

　Ms. Katherine Hinton Assistant Representative

　杢尾　雪絵 EPI担当官
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(2) 日本側関係者

１）在モンゴル日本国大使館

　城所　卓雄 参事官（臨時代理大使）

　岩崎　　平 二等書記官

２）青年海外協力隊（JOCV）モンゴル調整員事務所

　四釜　嘉総 所長

　城水　　健 調整員

３）地質鉱物資源研究所プロジェクト

　坂巻　幸雄 チーフアドバイザー

　佐藤　庸一 長期専門家（鉱床学）

　清水　博司 長期専門家（機器分析）

　樋口三岐子 業務調整員
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２．要　約

　本プロジェクトは、モンゴルにおいてIDDについての疫学調査・モニタリングシステムの形成、

ヨード添加塩の製造・分配システムの形成、IDD対策にかかる実験室診断能力の強化、IDD対策に

かかわる啓蒙普及の推進を通じてIDDを撲滅すること、ワクチン品質管理能力の向上、EPI対象疾

病の実験室診断能力の強化、EPIにかかわる啓蒙普及の推進を通じてEPIの自立を達成することを

目的として実施する。

　同国側関係機関と日本側調査団との協議においては、事前調査団派遣前に危惧されていた同国

の大規模な政権交代が本プロジェクトの形成に与える影響はほとんどなく、1995年10月に派遣し

た感染症基礎調査団の調査結果をベースにして、プロジェクト実施の必要性・可能性につき、十

分に討議・検討することができた。

　これらの協議の結果、本プロジェクトの基本的枠組みが形成され、本調査団長と同国関係者と

の間でミニッツの署名・交換が行われた。
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３．調査・協議結果の概要

(1) 事前調査団は、在モンゴル日本国大使館およびJOCVモンゴル調整員事務所と打合せを行っ

たのち、モンゴル政府関係機関（保健社会福祉省、対外関係省、大蔵省）との協議、国立栄養

研究所、国立衛生疫学微生物研究所等との意見交換（施設の視察を含む）、さらにウランバー

トル近郊の地域病院の視察・現況調査を実施し、これらを踏まえてゾリグ保健社会福祉大臣ら

との最終協議に臨み、プロジェクト実施の必要性・可能性につき討議・検討した。

　その結果、日本・モンゴル双方は、本件プロジェクトの重要性を確認するとともに、実施に

際しての基本的枠組みについて合意に達し、９月６日、先方バヤルサイカン保健社会福祉省経

済調整局長、ナラングア対外関係省対外貿易経済協力局長（連名）とわが方吉田調査団長との

間でミニッツ（附属資料参照）への署名・交換を行った（先方ゾリグ保健社会福祉大臣ほか、

わが方城所在モンゴル臨時代理大使、四釜JOCV調整員事務所長ほか同席）。

(2) ミニッツで確認された主な内容・事項は次のとおりである。

１）プロジェクトの上位目標

　IDD対策およびEPIを推進することにより、モンゴルの母子保健と社会福祉の向上を図

る。

２）プロジェクトの目的

　「IDDを撲滅すること」および「EPIの自立を達成すること」

３）プロジェクトの活動

①IDD対策（IDDについての疫学調査・モニタリングシステムの形成、ヨード化塩の製造・

分配システムの形成、IDD対策にかかる実験室診断能力の強化、IDD対策にかかわる啓

蒙・普及の推進など）

②EPI（ワクチン品質管理能力の向上、EPI対象疾病の実験室診断能力の強化、EPIにかか

わる啓蒙・普及の推進など）

４）実施機関

　保健社会福祉省人口・公衆衛生局

　国立栄養研究所

　国立衛生疫学微生物研究所

５）協力期間

　プロジェクト開始日から５年間

６）日本側の投入

　専門家派遣、研修員受入れ、機材供与、ほか
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７）モンゴル側にて手当てする事項

　保健社会福祉省経済調整局長を議長とする運営委員会の設置、カウンターパートの配置、

プロジェクト運営費の確保、ほか

８）合同調整委員会

　プロジェクト進捗の監理、年度ごとの活動計画策定等を行うため、日本・モンゴル双方の

関係者からなる合同調整委員会を組織する。同委員会には、オブザーバーとして、在モンゴ

ル日本国大使館に加え、UNICEF、WHOを参加させる。
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４．団長所感

(1) 昨年10月に実施された基礎調査で、IDD対策、EPI活動というモンゴル保健医療政策の最重

要課題に対し、西暦20 0 0年までを区切りとして、ヨード（千葉県）、食塩ヨード化機材

（JICA）、EPIワクチン（JICA）、コールドチェーン機材（JICA）を供与することなどが提

言され、すでにそれらの手続きを開始していたわけであるが、今次調査の目的は、この基礎調

査の結果を踏まえ、さらにプロジェクト方式技術協力という、一定相当規模の協力を中期にわ

たり安定して継続できるスキームを導入することによって、ソフトの面を中心として、自立に

向けてのより確実な支援を行うことの必要性と可能性を調査・検討することであった。

　モンゴル側との一連の協議を通じ、ワクチンや機材の供与というモノによる支援のみなら

ず、これらを有効に活用するシステムやネットワークづくり、人材の養成といったノウハウや

ヒトの支援に強いニーズのあることが確認され、今回署名を交換したミニッツにより、プロ

ジェクト方式技術協力の実施とその枠組みについて合意できたことで、本件調査の第一の目的

を達したといえる。

　基礎調査に続いて今回も参団した堀内、猪狩両団員が、モンゴル側との人的つながりを維持

していたことも、協議を円滑かつ友好裡に行わしめ、目的達成の主要因となった。

(2) 調査実施にあたっての最大の不安材料は、モンゴル建国以来初めてという先の政権交代が、

プロジェクトにいかなる影響を与えるかであった。今次調査が上記の基礎調査の結果をベース

に行われたため、その間に起こった政変が保健医療政策の変更につながりかねない、との懸念

があったからである。

　しかしながら、率直な感想として、その不安は杞憂であったといってよい。モンゴル側の各

関係機関は、一様に、「政権、政府組織に変更があっても、国民の健康を守る保健医療政策は

一貫している」との発言を繰り返していたし、新任のゾリグ保健社会福祉大臣に会見した際に

も、同大臣より、本プロジェクトが実現に向かっていることに深甚なる謝意が表明された。

　調査団は、モンゴル側との協議に先立ち、ニャムダワー前保健社会福祉大臣と意見を交換し

たが、同氏からも、自分（ニャムダワー）が推進してきた政策に変更はないであろうことと、

弟子であるゾリグ大臣から今でもアドバイスを求められている旨の言及があった。

　現政権関係者の発言は、まさにこれを裏づけるものであった（ニャムダワー前大臣は、今で

も関係者の尊敬と人望を集めており、自由な立場から引き続き少なからぬ影響を与えていくも

のと思われる）。

(3) 今次調査では、UNICEFおよびWHOの現地事務所を訪問し、意見交換を行ったところ、い
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ずれも本プロジェクトの重要性と機関同士の協調・調整の必要性に言及していた。IDD対策、

EPI活動ともに、これら国際機関が従来より推進していた課題であり、今後のわが国の参入を

歓迎するとともに、経験やノウハウを共有したいというものであった。

　UNICEFが調査日程のほとんどにAssistant Programme Officerを同行させたこと、WHO

がマニラの西太平洋地域事務所から担当官を派遣してきたことからも、その関心の高さがうか

がえる（ゾリグ保健社会福祉大臣に会見した際に同席した両機関のモンゴル事務所長も、本プ

ロジェクトへの全面的な支援を約束していた）。

　本件プロジェクトは、その内容上、これらの機関との協調と調整が不可欠であり、互いに話

し合いを続けながら、重複と見落としのない効果的・効率的な支援を行っていく必要があると

考える（とりわけ、ワクチン供与の量と内容につき、きめ細かい調整が必要である）。

　そこで、プロジェクト実施段階で設置を予定している合同調整委員会（日本・モンゴル双方

の関係者が一堂に会して、プロジェクトの進捗状況の確認、問題点についての協議等を行うも

ので、年１～２回開催）には、両国際機関をオブザーバーとして招いて意見を求めることと

し、この旨をミニッツにも明記した。

　二国間協力の枠組みのなかで実施する案件でありながら、こうした国際機関との協調が不可

欠であるとの位置づけを鮮明にすることで、プロジェクトの円滑な進捗が期待される。

(4) 本件プロジェクトは、広く国民の健康増進に寄与することを目的としており、その活動の

なかで、地域住民への教育・普及が重要な柱のひとつをなしているのはいうまでもない。調査

団が地域病院を視察した際、猪狩団員が子供たちの甲状腺肥大の現状をみるために診察を行

い、来院した親子にヨード塩摂取の必要性を講義したが、プロジェクトのなかでは、こうした

地道な啓蒙活動がきわめて重要であると考える。

　他方、マスメディア等を通じた大々的な広報活動もまた効果が期待できるので、プロジェク

ト実施にあたっては、こうした活動についてのノウハウや予算面での支援を考慮する必要があ

ろう。

　さらに、「国民に理解されるODA」の実施を標傍するわが国としては、国内広報にも努め

る必要があるが、わが国のマスメディア等を通じてプロジェクト活動を紹介することがぜひと

も望まれるところであり、本件はこのためのニュース・バリューを十分に持ち合わせるプロ

ジェクトであると考える。

(5) モンゴルは現在、財政状況がきわめて逼迫しており、予算が計上されていても実際には当

該機関に示達されないケースもあると聞く。

　本プロジェクトのカウンターパート機関においても財政の確保がままならないとの状況が懸
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念されるところであり、とりわけEPIワクチン調達の５年後の自立について予算確保の確約を

得る状況にはないが、モンゴル側の熱意が確認され、国民の命と健康を守る、真に緊急かつ人

道的な支援であることから、自立に向けての移行期間とみなし、ローカルコストのわが方負担

につき可能な限り柔軟に考慮していく必要があろう。

(6) 今次事前調査の結果を踏まえ、次段階では、専門家による長期調査を実施し、討議議事録

（R/D）案とプロジェクト実施計画案（TSI）を作成するための、より詳細な検討を行うこと

となる。保健医療分野におけるモンゴルで初めてのプロジェクト方式技術協力案件であること

からも、同長期調査は重要な位置づけにある。とりわけ、疫学調査や啓蒙活動の対象となるモ

デル地域の選定が重要課題のひとつであり、わが国協力のキャパシティーをも見据えた慎重な

考慮が必要となろう。

　調査団帰国後は直ちに長期調査の方針を策定し、可能な限り早い時期にこれを実施すること

が望まれる。



附　属　資　料

協議議事録（ミニッツ）





















Ⅱ．長期調査報告書
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１．猪狩長期調査員の調査報告

１－１　調査の目的

　1996年９月に事前調査団とモンゴル政府の間で結ばれたミニッツに基づいて、モンゴルにおけ

る母と子の健康プロジェクトのプロジェクト方式技術協力を進めるための調査、資料作成

１－２　調査団員の構成

　猪狩友行（東京大学医学部国際保健計画学教室講師）　統括

　伊藤晴通（東邦大学医学部新生児学教室助手）　EPI

　山田智恵里（東京大学医学部国際保健計画学教室客員研究員）　IDD

１－３　調査期間

　1997年４月４日～５月10日

１－４　調査・協議結果の概要

(1) 現在のモンゴルの政治社会情勢概観

　大統領選挙の結果、現職のオチルバト大統領に代わって人民革命党出身のバガバンディー氏

が当選した。1997年現在、相変わらず生産活動の低迷が続き、国民の間に広がる急激な市場経

済化への不安と不満、さらにかつての社会主義時代への回帰願望傾向の現れ、とみられる。現

在、比較的抑制されているとはいえ、恒常的なドル高トゥグルグ安とインフレがみられ、生活

不安につながっている。

　そのなかにあって公務員の相対的低賃金と政府サイドの経済的困窮が続いている。このこと

は職員の士気や動機づけの点で、プロジェクトの遂行に少なからざる影響をもたらすものと憂

慮される。しかし、このような状況にあっても、市内の物資の出回りは毎年明らかに豊かに

なっている。

(2) 研究機関の組織改革

　進行中で、まだ確定していない部分もあるが、昨年のミニッツ交換時とは大きく様変わりし

たといわざるを得ない。すなわち、これまでの国立衛生疫学微生物研究所は３つに分割され

た。それは各々、感染症研究センター、公衆衛生研究所、衛生調整機関の３つである。その役

割分担は感染症研究センターが国内のワクチンの管理、供給を行う。衛生調整機関は病院の衛

生状態、食品の安全性、保健諸法律遵守の監視にあたり、公衆衛生研究所はそれ以外の主に学

術的な研究を担当する。
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　さらに国立栄養研究所は新しく分かれてできた公衆衛生研究所に吸収され、栄養研究部とな

る。なお、これらの責任者が誰になるかはまだ明らかでない。詳しくは別添資料Ａを参照され

たい。

(3) 協力のサイト選定のための視察

　本協力は母子保健のプロジェクトであり、いわば保健政策上の協力であるという性格から、

モンゴル全体にかかわる協力であるといえる。とはいえ、日本の４倍の国土を有する国土全体

にあまねく協力の網を広げることは不可能であることから、対象とするサイトをある程度限定

する必要がある。そのひとつは首都であり、人口の1/4を擁するウランバートル市とその周辺

であるが、それに加えて、これとは対照的な地域（国内21アイマッグ<県>のいずれか）を協力

サイトとして選定しておくべきである。その点に関しては、

①協力による改善効果が期待できること、すなわち現状においてIDD、EPIについてかなり

問題を抱えていること（しかも、できるだけIDD、EPIを同一のサイトとしたい）

②日本側の専門家、調査団が容易に往復可能であり、通信手段も容易であること

の２点を条件として備えているアイマッグを双方で検討した。

　当初、保健社会福祉省側は最西端に位置するホブドアイマッグを提案したが、ウランバート

ルから1000㎞離れていて、事実上飛行機以外に交通手段がなく、第二の点から問題があり、日

本側からもう少し首都に近く、かつこれまでのデータから問題を抱えているところとしてウブ

ルハンガイアイマッグを提案した。協議の結果、今回の調査ではスケジュールの関係からもホ

ブドは困難であり、ウブルハンガイを視察することに決した。

　視察は13日から16日まで４日間行い、その間県庁でバットムンク県知事に会い、計４カ所の

ソム（村）を視察した。結果として、プロジェクトを始めるに際しての当初のひとつのサイト

としてウブルハンガイを推薦する。その根拠として、

①IDDの指標である甲状腺腫率が高く、かつ1995年の結果でみる限りワクチンのカバー率が

相対的に低い県であること

②首都から350㎞ほど離れているが、途中の道路状況が相対的に良好で、車で７時間ほどで

県庁所在地（アルバイヘール）まで移動できること。かつ、県庁所在地に関しては首都と

の電話も良好で、本年からは直接海外にも通話可能となること

③本アイマッグが、地勢上、丁度モンゴルの真ん中に位置し、かつ県内にゴビ（砂漠）とハ

ンガイ（山岳）を有し、いわばモンゴル全体の縮図的地勢をもっていること

④他の県と比して県庁所在地在住の人口比率が低く、その意味でモンゴル特有の遊牧生活で

生計を立てている人口が比較的多いこと

⑤バットムンク県知事より、県内に作られたJICA協力による小麦貯蔵庫が非常に役立って
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いることへの謝辞とともに、協力にあたっては県としてもつべき応分の責任を果たす用意

があるとの発言が自発的になされたこと

⑥各ソムとも村長、病院院長はじめ行政サイドの協力に対する積極性がみられたことがあげ

られる。

　しかし、一方ではEPIのカバー率に関しては1996年次には、モンゴルの全体平均に復してい

る、IDDによって被害を被っていることが予想される知的身体的障害児の数はそれ程多くない

など、協力による改善効果という点においては若干不満足な点もある。そこで、プロジェクト

の第１サイトとしてウブルハンガイアイマッグを選定し、かつ２、３年後、余力があれば第２

サイトとしてホブドも含めた、より困難なアイマッグも検討すること、乃至は村、部落レベル

までの徹底的な協力はできないにしても、モンゴル側が主導で行う調査や対策実行には日本側

も協力するサイトとしてホブド、ドルノッド（最東端県）なども考慮することを提案したい。

(4) JICAのプロジェクト方式技術協力による協力に関して

　プロジェクト方式技術協力の内容、特徴に関しては前回のミッションにおいてミニッツ締結

前に説明済みであるが、エンクジャーガル公衆衛生局長をはじめ、その後に就任した人も多い

ので、今回の保健社会福祉省や他省庁担当者との会談に際しては、再度プロジェクト方式技術

協力の内容、特徴に関して説明し了解を求めた。そのなかで、特に本協力が単に一方向的な援

助ではなく、共同で立案し、実行し、達成していくべきプロジェクトであること。したがっ

て、本プロジェクトの遂行にあたっては、モンゴル側にも財政面をも含めた応分の負うべき責

任があることを、あらゆる機会に強調した。しかし、エンクジャーガル公衆衛生局長より、保

健社会福祉省側の財政的逼迫に関して公式に発言があり、R/Dを結ぶに際しては、文言のうえ

では、モンゴル側の財政面の応分の責任を盛り込むが、実際の運用に際しては、少なくとも当

初は、双方の話し合いのうえでJICA側の弾力的な対応の可能性があることを示唆する必要が

あり得る。

　なお、WHOからは、モンゴルのIDD対策に計上された予算があり、要請により本プロジェ

クトに側面から協力できる、との好意的な発言があった。

(5) その他

　特に事前のスケジュールにはなかったが、ウランバートルで唯一の信頼できる医療機関であ

り、JICA職員を含め日本人が利用していること、および、ゾリグ現保健社会福祉大臣の出身

であることに鑑み、韓国延世大学とモンゴルの協力で設立されている四星友好病院を訪問し、

前院長に会見して、JICAプロジェクトの説明と専門家の健康管理に関する協力を要請した。
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１－５　今後の課題

(1) カウンターパートの不確定性

　先に述べたように、前回のミッション時に締結したミニッツと実施機関が組織変更になって

おり、かつ現在も流動的であり、組織人事も不確定である。現状の理解では、保健社会福祉省

公衆衛生局のもとで、IDDが国立公衆衛生研究所（栄養研究部）、およびEPIのほうは国立公

衆衛生研究所（感染症研究部）＋感染症研究センターということになることが予想される。た

だし、国立公衆衛生研究所は教育科学省の管理下にも置かれるとの情報もあり、注意深く観察

してプロジェクト実行上の障害にならないように考慮する必要がある。ただし、この点に関し

てはどう組織が変更されようとも、モンゴル側の内部で調整すべき問題であり、日本側として

は保健社会福祉省をカウンターパートにおいて心配ないこと、必要に応じて教育科学省をステ

アリングコミティ、あるいはジョイントコーディネイティングコミティに加えておいてはどう

かとの示唆がニャムダワー元保健社会福祉大臣よりあった。

(2) 協力の開始時期

　モンゴル側の本プロジェクトに対する期待感は大きい。双方のさまざまな事情で開始が予定

よりすでに遅れていることにも鑑み、早急にスケジュールを進める必要がある。立ち上げに際

し、本年度中に国内セミナーを開催して日本の協力をモンゴルに広くアピールすることが今後

の実施にきわめて有利に働くものと思われる。気象状況から、遅くとも10月中には開きたいの

で、逆算していくと遅くとも９月には専門家を派遣する必要があり、そのためには７月中には

R/D締結をすべく、準備することを提案したい。これ以上、徒に時間をかけることは両国の協

力機運に水を差す可能性も危惧する。



－
2
9
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提案されている新しい公衆衛生関係の研究所組織

別添資料Ａ
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２．伊藤長期調査員の調査報告

　ウブルハンガイ県の視察

Uyanga som

Bat-Ulzii som

Hujirt som

Khar-Khorin som

　ソムレベルでのコールドチェーンに関しては、かなり整備が進んでいると感じられた。ただし、

このレベルでは、バックアップとして小型発電器は使われておらず、フリーザー中でのアイスパッ

クによって48時間までの連続停電には対処できるとのことであった。この点に関しては詳細な調

査が必要と思われる。

　バグレベルの予防接種はソムの医師の巡回によって行われており、交通の問題が最大の課題で

ある。現在は救急車や地区の公用車を使って行われているとのことであったが、やはり冬季の道

路状況や不在の時の対処などが問題となっている。バグでの準医師の有効利用の検討が必要と考

えられる。

　中央への報告が月ごとで、予防接種のスケジュールに幅がないため、１回逃れると統計上非接

種として報告され、接種率が低く見積もられるとの訴えがあったが、保健社会福祉省担当官から

は最終的に接種されたかどうかが年次レポートになるはずとの反論があり、確認する必要がある。

　罹患率に関しては、その拠り所である臨床診断のレベルに多少信頼性に乏しい傾向がみられ、

再教育が重要と思われた。

　プロジェクト・サイトの選定条件として、

①本県が地勢的にモンゴル全体を代表する県であること

②ウランバートル市よりの交通の便に恵まれていること、および専門家の長期滞在にほぼ支障

のないこと

③これまでのEPIの成績が中等度によいこと

④モンゴル保健社会福祉省および県側の対応がよいこと

　などから、本県はサイトとして適していると思われる。

　さらに以下の関連施設を訪問し、各所長と討議を行った。
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(1) Research Center of Infectious Diseases（国立感染症研究センター）

　所長：Dr. Togooch

　EPI担当官：Dr. Gerelsuren、Dr. Enkhtuya

　ウブルハンガイ県の調査を踏まえ、保健社会福祉省の担当官Dr. NarangerelとともにEPIの

成績を下げている要因について討議した。原因として、

①社会慣習上、ほとんどの分娩は病院で行われる。BCG、Polio１回目、B型肝炎１回目は

病院で接種されており、これらは接種率が100％に近い。これに対し、以後、自宅に帰っ

てからの接種に問題が生じる。

②月別のソムからのレポートには、予定期日に何らかの理由（多くはアクセスの問題）で接

種できなかった児が非接種例として報告されているが、これらは最終的にはほとんどの場

合、接種される。→統計処理の問題→接種スケジュールの問題

③接種はソムの医師が行うが（バグまで出張して行く）、個々の医師の責任感と能力に大き

く依存している。これに対し、バグに常駐している準医師（フェルチャー）の有効利用、

アクセスの改善などが討議された。

④疾患の地理的特性（麻疹の流行地域、ジフテリアの流行地域）。鉄道周囲の接種の問題。

⑤EPIのカバーしていない疾患の問題。

　1994年に政府が行ったCluster surveyによれば、接種率の低下した原因として、40％がワク

チン製造の中止によるもの、25％がコールドチェーンの不備によるもの（交通手段と保存の不

備）、20％が親の無知、10％がソムレベルでの医療スタッフの問題となっているとのことであ

り、現在上位２つの改善に力が注がれている。

中央倉庫管理：Dr. Nariad

　UNICEF、WHOの協力もあって、バックアップ体制も完成しており、ほぼ満足のいくレ

ベル。アイマッグへの発送は注文に応じて支障なく行われている。

ウランバートル市保健センター担当官：Dr. Orghil

　担当官の案内でウランバートル市内のバヤンズルフ地区の保健センターを訪問した。

Family Doctor制度を施行しており、予防接種に関してもかなりの信頼性があった。

中央検査室主任：Dr. Regzedmaa

　細菌検査、エイズに関してReference Labの機能を担っているが、ウイルス検査はできな

い。resourcesの問題から、Reference virus labを公衆衛生研究所とここに２つもつことに

対しては議論の余地があろう。現存の施設の精度の向上が急務であろうと思われる。
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(2) Institute of Public Health

　所長：Dr. Narantuya

　肝炎研究室室長：Dr. Oyunbileg

　ウイルス検査室はここのみ。ウイルス感染症の抗体検査と免疫グロブリンの生産を行ってい

る。現在Ｂ型肝炎は国家的問題となっており、対策が急務である（現在ワクチン接種が開始さ

れているが、改善の余地が残されている）。

　また、栄養研究所は将来、ここに再設置される見込みである。

(3) TB Center

　所長：Dr. Tsogt

　UNDPコンサルタント：Dr. Zelkowitz (USA)

　診断技術の精度引き上げに努力している。診断から治療までの技術的問題がある。

(4) Center of National Endemic Diseases

　所長：Dr. Byanbaa

　主な対象は人畜共通感染症の、ペスト・炭疸病・ブルセラ症・狂犬病などである。ペストの

死亡率は、発見・移送の迅速化、治療薬の改善などから、確実に下降している。

　これまでの経験から、特にペストの診断に関しては、モンゴルは最先端をいくと自負してい

るが、新しい技術の導入や従業員の安全に関しては課題と考えている。

(5) Health Education Center

　所長：Dr. Ortnasan

　保健衛生の大衆啓蒙活動や医療スタッフの再教育が主な業務。

(6) Health Management & Information Center

　所長：Dr. Sodnampil

　衛生統計データバンクとセミナーが主な仕事。

(7) 国立母子保健病院

　院長：Dr. Batsukh

　1987年に設立されたレファラル病院である。現在、稼働病床は産科関連250床、小児科関連

500床である。
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　保健社会福祉省最終Meeting: Dr. Enkhjargal（公衆衛生局長）、Dr. Narangerel（EPI担

当官）

１）プロジェクトの進め方については、第一段階として、ウブルハンガイ県をモデルとした問

題点の分析とプロジェクトの成果を追跡し、同時に第二段階として他の県に拡大可能か否か

の調査・検討を行うこととしたい。

２）コールドチェーンの整備は急務であり、また接種率を下げている最大の原因と思われる、

バグレベルでの困難克服に対し、移動手段の供給申請が出ているが、これら機材の供給には

慎重に対処したい。問題は単純に移動手段だけに特定できるとは考えられないからである。

３）バグレベルでの成績は、ソムの責任医師の努力に多くを依存しており、これに対して人員

の配置換えは不可能に近い。再教育を繰り返す等の動機を与えることによる改善策が現実的

である。

４）地区、ワクチンの種類によってはかなりの接種率が達成されており、行政側としては、こ

れらの維持を図るとともに、弱点克服のための強化策あるいは集中した対策が必要ではない

か。例：Ｂ型肝炎、髄膜炎菌

５）この国の医療には、想像していた以上に改善の余地がある。改善に向けた協力を惜しまな

いつもりだが、医師の待遇の低さもその一因として考えられるので、保健社会福祉省として

ぜひ医師の報酬等の改善努力をしてほしい。

　WHOによるEPI調査が５月１～６日に行われた。場所はウランバートル市内２地区および

ウブルハンガイとヘンティの２県である。

　目的は、

①EPIとポリオ根絶計画の現状評価と障害の同定

②EPIの報告網の評価

③AFP（Acute Flaccid Paralysis）の報告網の評価

④問題点への提言

　ここで、次のような評価と提言が出された。（主要項目）

①疾病報告システムに問題があり、強化が必要

②ワクチンと関連機材の管理に問題がみられ、改善が必要

③中枢から末端までのコールドチェーンの整備（特にバックアップ体制）と交通手段の改

善が必要

④地方自治体のEPIに対するcommitmentが必要

⑤EPIに関しての国家委員会が必要
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⑥報告機構のテコ入れが必要

⑦中央政府機構内の人員の能力向上が必要

　これらの提言は、一見整っているかにみえる、末端でのコールドチェーンの真の改善だけで

なく、報告機構の不備など、旧ソ連影響下につくりあげられた管理機構があまり信頼性のない

ものであるという大きな弱点をを明らかにしたものとして評価される。これらの項目はJICA

のプロジェクト方式技術協力のスキームで押さえることの可能な点が多く、UNICEF、WHO

との協力で改善の望めるものであると考える。

＜提言＞

(1) コールドチェーンの整備にはまだ重点的協力が必要である。

(2) EPI従事者の人的資源の有効活用と、そのためのトレーニングは今後のプロジェクトの最

重要項目である。

(3) Ｂ型肝炎はこの国の重大な問題であり、現在のEPIでの方法では、かなり困難が伴う。

（生直後のワクチン10μｇ接種は確実に行われるが、その後は不確実になっている。）何ら

かの対策が必要である。ワクチンの供与、あるいはワクチンの生産への協力。

(4) 髄膜炎菌感染症も多い。ワクチンが望ましい。

(5) 医療レベルは予想以上に低い。今後新たな医療プロジェクトの発掘も含め、医療全体の

底上げに協力することが必要である。
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３．山田長期調査員の調査報告

　モンゴル国母と子の健康プロジェクトの長期調査員として以下の日程で派遣され、主としてヨー

ド欠乏症（IDD）対策にかかる実態調査と相手国側との打合せを実施しましたので報告致します。

３－１　派遣期間

　1997年４月４日～５月10日

３－２　調査日程表

　別添１参照

３－３　面談者リスト

　別添２参照

３－４　調査結果

３－４－１　IDD対策の組織と予算

　保健社会福祉省の公衆衛生局（Dr. Enkhjargal局長）の栄養関係部門（Dr. Battumur）がIDD

政策・実施上の責任部門であり、この下の国立栄養研究所（Dr. Oyunbileg所長）にIDD対策研究

セクションがあり、Dr. OyunchimegとDr. Hishigdelgarが所属し、彼ら２名が当プロジェクトの

カウンターパートである。後者は最近正式にセクションに配属になったのであり、実際にはDr.

Oyunchimegが唯一の即戦力である。調査団派遣中に機構上の再編成が検討決定される予定であっ

が、調査団帰国時には発表になっておらず、白紙に戻ったと、国立栄養研究所所長の話であった。

　同国の保健社会福祉省にはIDD対策の予算は全くなく、すべて外部からの予算によって活動して

いる。よって国立栄養研究所のIDDセクションはこれまですべてUNICEFの策定した３プログラ

ム（全国甲状腺腫調査、広報活動、関係者へのトレーニング）をUNICEF予算で実施してきたの

みである。保健社会福祉省では今後は調査にかかる予算はすべてJICAが肩代わりするものと理解

されていた。たとえば、昨年の東大・保健社会福祉省共同調査の際には調査要員（政府職員）の

日当は政府規定により（Tugricks <Tg.> 4,500/日、１ドル＝Tg.780 <1997年５月現在>、政府の

規定の英訳は別添３）保健社会福祉省から支払われた形であったが、すべてUNICEF事務所から

の費用で賄われていた。モンゴル側はプロジェクト開始後の調査は調査員の日当をはじめ、すべ

てJICAが負担すると理解していた。これに関して調査団滞在中に誤解は訂正されたが、プロジェ

クト開始後のカウンターパートの日当の具体的な予算獲得の策は未定であった。

　このほか、他のdonor agencyからの不定期な予算として、1995年度（モンゴルでは１月から12
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月）にはオーストラリアから単年度予算で４万米ドルの贈与があり、日本のNGOからは日本

UNICEFを通じて、1996年から３年間に総額10万ドルがUNICEFモンゴル事務所に贈与されるこ

とになっている。また、現地WHO事務所に今年度IDD対策のために特別予算が計上されている。

　カウンターパートのDr. Oyunchimegの給料は従来より教育省から支払われており、月額およそ

50米ドルである。

３－４－２　これまで行われたIDD対策の概要

　西暦2000年までにIDDを制圧するというモンゴル政府の政策決定に呼応して、UNICEFモンゴ

ル事務所と保健社会福祉省はIDDコントロールプログラムを実施してきた。1992年から全国甲状腺

腫調査から始まり、1994年からは各種トレーニング・セミナーを実施している。1994年から1996

年までのトレーニング関係の一覧表の英訳を別添（別添４）。またIDD対策としてヨード化塩の普

及が最適策として採用され、1995年後半からヨード化塩の国内生産が始められ、UNICEFから計

５台のヨード化機械が５社に提供されている。すべてのヨード化塩製塩工場は民間である。同時

にマスメディア（ラジオ・新聞）を利用して、IDDとヨード化塩についての啓蒙を行ってきた。新

聞の記事ではIDDとヨード化塩について詳しい説明が記載され、ヨード化塩使用に関する注意（蓋

つきの入れ物に入れ、乾いて涼しい場所に保存する、普段より多く使用する必要はない、など）

も書かれていた（別添５）。このほか、啓蒙のためのパンフレットやポスターを開発作成してい

る。また、甲状腺腫調査後、1992年から1997年に全国で50万個のヨードオイルカプセル（200mg／

個）が配布されている。

　ウランバートル市民がIDDに関する情報を一番よく得ているのはテレビであるが、コマーシャル

を流しているのは国内の製塩会社である。

３－４－３　IDDの実態（ウランバートル）

　全国甲状腺腫調査（調査員全員がウランバートルから出張して実施した）では、ウランバート

ルでは学童・妊娠可能年齢女性共に40％を超す甲状腺腫率（触診法）を示しており、昨年末の東

大・保健社会福祉省の共同研究でもウランバートルの学童・じょく婦共に触診で半数以上に甲状

腺肥大が認められた。同調査の超音波断層撮影法による検査結果では、さらに高率に肥大が確認

されている。一方でヨード化塩が普及しており、調査対象家庭の90％以上がヨード化塩を使用し

たことがあり、学童の家庭の塩を調べた結果、70％以上がヨード化塩であった。ヨード化塩の普

及により対象者の尿中ヨード排泄量、血中甲状腺ホルモン（T4）、甲状腺刺激ホルモン（TSH）

の平均値は正常範囲内であった。しかし、異常値を示す者も多く、ウランバートルでは現在駆逐

されつつあるが、IDDが存在していることが示された。このほか、児童の両親とじょく婦の家庭の

月平均塩分使用量を質問し、これを概算すると、じょく婦の家庭でより多く塩分が摂取されてい
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ることが示唆された（前者１人１日平均10ｇ、後者同17ｇ）。また一般家庭で２週間の塩分摂取

を実際に計量してみると、１人１日平均約９ｇが摂取されていた。４割の人がヨード化塩は味が

よくないと答え、半数以上がヨード化塩だと普通塩より量を多く使用すると回答した。

　今回の事前調査中に上記の調査結果のヨード化塩の味と使用量に関するデータを補完する調査

を行った。先ずFocus Group Discussionで女性（妊婦、非妊婦）のIDD・ヨード化塩に対する意

識を調べ（別添６）、それらをもとに147人の妊婦を対象として質問を行った。その結果、味に対

しては普通塩より薄い、苦いと答えた者が全体の43％を占めたが、彼女らに実際に２種類の塩の

味見をしてもらうと判別できなかった。約７割の人がヨード化塩を普通塩より多く使用すると答

え、その理由として80％以上がヨード化塩はIDDを予防するので多く取るべきと思っており、残り

は味が薄いからと答えている。64人の妊婦の家庭で実際の塩分使用量を調べてみると、成人男子・

成人女子とも前回調査の平均より多く摂取していることが明らかになった。

　以上のことより、妊婦の多くはヨード化塩は多く使用したほうがよいと誤解しており、しかも

実際に多く塩を摂取している可能性が浮かび上がってきた。これらの結果については保健社会福

祉省、UNICEFモンゴル事務所に報告を済ませており、今後の広報活動に生かすことが合意され

た。

３－４－４　ヨード化塩の市場調査

　現在、国内でヨード化塩を生産しているのは９社である。ウランバートル市内の小売店と街頭

に立つブース（キオスク）をランダムに調べた結果（ｎ＝57）、ヨード化塩のみ販売していたと

ころは40カ所、普通塩のみ売っていたところは６カ所、両方の塩を売っていたところは11カ所で

あった。ヨード化塩はすべてプラスチックの袋に入っていた。普通塩は量り売りであった。生産

月日を記載したヨード化塩はなく、賞味期限を記載していたのはポーランド製のみであった。外

国製は６カ所で販売されていたが、主流は国産であった。

　昨年１年間に輸入された塩の総量は2,317.54ｔを記録しており、大半はロシア・中国からで、

このうちヨード化塩の割合は不明である（Office of General Customs調べ）。

　調査団派遣中の５月に保健社会福祉省主催のセミナーが国境食品管理官対象に開かれ、今後は

ヨード化塩のみを輸入するよう要請された。UNICEFのヨード試薬キットが全員に配布された。

３－４－５　国内製塩工場の実態

　派遣中に国内製塩工場に電話と訪問により調査を行った。回答があったのは計６社であり、1996

年には総計2,402.5ｔのヨード化塩が生産されている。工場でのヨード添加は40～100ppmとばらつ

きがあり、卸価格はキロあたりTg.100～200（平均Tg.150）であった（別添７）。

　ウランバートル市内に唯一あるフンスマッシュ社ではドルノット県からの岩塩を自社製作の機
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械にてヨード化しており、ロシア製機械でプラスチックの袋に詰めていた。塩分中のヨード量は

50ppmに設定され、その測定を月１回行っているとのことであった。フンスマッシュ社の卸価格は

普通塩・ヨード化塩でTg.9の差しかなく、この差は袋代である。この塩をその場で購入し、２袋、

各３サンプル取り測定したところ（国立栄養研究所にてTitrimetric methodで）、平均40.2ppmで

袋中のばらつきはほとんどなかった。

３－４－６　ウブルハンガイ県について

(1) ウブルハンガイ県の概要

　ウランバートルの南西、走行距離にして約450㎞のところにあるウブルハンガイ県は、人口

11万1,000人、面積６万2,000㎞２で、Taragt SomにあるAimag Center（県庁所在地）には約

２万人（人口集中度18％）が居住している。人口密度は１㎞２当たり1.5人で、県の面積の半分

は砂漠地帯であり、山岳・森林地帯が４分の１、丘陵地帯が残り４分の１を占めている。主要

産業は金額の面では金の産出であり、従事人口からいえば牧畜である。平均月収入はTg.４万

4,000～４万5,000（55ドル）である。労働人口は５万人、うち3,000～4,000人は失業中とされ

ている。県内は18Som（ソム）、87Bag（バグ）に分けられ、各ソムには病院が設置され住民

の健康に関する全責任を担っている。ソム内では辺境部まで100㎞以上離れている。今回は４

日間で北部５ソム（Aimag Center (Taragt Som)、Uyanga Som、Hujirt Som、Bat-Ulzii

Som、Khar-Khorin Som）を訪問した（別添８の斜線部分）。

(2) これまでの各ソムのIDD実態調査と対策の実状

　上述全国甲状腺腫調査でのウブルハンガイ県内の結果は、学童で38～53％と報告されてい

る。このほか、県庁所在地ではその後にセミナーに参加した担当者が同様な調査を１回のみ実

施しており、児童（７～14歳）のうち38％の甲状腺肥大を認めている。これらの結果に基づ

き、1994～1995年に全県で２万2,000個のヨードカプセルが配布されている。投与の対象は調

査で甲状腺腫が認められた者が主であるが、一部では末端まで配布するフェルチャーの－存に

任せられた地区もある。

　保健医療の最先端はバグレベルのファミリードクターまたはフェルチャーであり、１名が１

地区を担当している。担当人口は約250から500家族、1,000～2,000人ほどである。このほか

ファミリーナースも病院に配属になっており、彼女たちも各家庭の健康管理に携わっている。

しかし、どの医療従事者でも担当地区が広範囲で小児の予防接種や特別なプログラム以外では

全家庭を把握しているとは思われなかった。ソムの中心地近辺の担当者は病院を拠点としてお

り、辺境部に配属になった担当者はバグの中心部に居住し、時にソムの病院へ報告や物品の受

け取りに出かける。
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　このほか、何らかの地域住民活動をたずねたが、ボランティアというコンセプトがこれまで

なかったこともあり、これから導入を試みるという段階である。ただ、社会主義国であったと

きから「プロパガンディスタ」と呼ばれる住民に情報を伝達する役目を担ってきた人材が存在

する。彼らは前教師などいわゆる有識者である。

(3) ヨード化塩の普及の実態

　ヨード化塩の県内への流通量を公的機関では正確には把握していない。流通も小売業者がウ

ランバートルで購入すれば店頭に並ぶ程度であり、それも今年３月からである。今回の訪問中

には２軒の小売店を訪れた。１軒ではヨード化塩が並び（Tg.300/１㎏）、普通塩もTg.100／

㎏で販売されていた。もう１軒では普通塩のみ販売されていた。Bat-Ulzii Somで訪問した家

庭ではヨード化塩について知っており、使用したいが地元ではほとんど手に入らないのでウラ

ンバートルに入ったときに自分で購入してくると話していた。

　県内の塩の産出地区は限られており、別添９の斜線の６ソム（砂漠地帯）である。このう

ち、Sant Somが年間約50ｔ、他の５ソムが合わせて約２ｔを産出している。今回訪れた５ソ

ムは塩を産出していない、つまり塩は他から購入している地区であった。

　県知事をはじめ、訪問した村長や病院長が異口同音に要請したのは、ヨード化塩は現地にほ

とんどは行っておらず、しかもウランバートルから持ってくるために価格が高い、よってヨー

ド化塩の普及のために現地にヨード化塩の製塩工場を設置できれば普及に大いに役立つであろ

う、ということであった。この件に関してはこれ以上の話し合いはなされなかったが、同県を

プロジェクト・サイトとして決定した際に再度出てくる話であろう。ただし、価格はウラン

バートルと同価格で販売されていた。また前述の製塩工場のなかで１社が、昨年ウブルハンガ

イ県に５ｔ販売したと回答している。

３－４－７　ナライハ（ウランバートル郊外）でのファミリードクターの活動

　ウブルハンガイ県ではバグレベルの医療活動が視察できなかったので、ナライハの保健所と管

轄内のファミリードクターの診療所を訪問した。ファミリードクターの制度は日本にはないが、

モンゴルでは各世帯はファミリードクターをもっており、ファミリードクターは一次医療の提供

者であって診断、治療を行い、より高次の医療が必要とされる時は専門の病院ヘリファーする。

ナライハではファミリードクター２名が保健所に常駐しており、そのほかに数名のファミリード

クターの勤務する診療所がある。診療所で彼らは午前中は診療、午後は主として家庭訪問（新生

児、老人、慢性疾患患者等）をしていると話していた。乳幼児の個別カルテは毎年作成され、出

生から予防接種まで事細かに記載されていた。ナライハは人口も比較的集中しているので地方よ

り活動しやすいであろうが、それでも医師による記録の詳細さは特筆すべきである。ここではファ
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ミリードクターの担当人口は1,200人で、人口の動態は年２回の集中調査をしないと把握できない

と話していた。

　なお、教育年限は医師で10年の小・中等教育の上に６年、フェルチャー、看護婦、助産婦は10

年の上に４年である。

３－５　プロジェクト開始後の展望と課題

３－５－１　プロジェクトの活動プラン

　プロジェクトの活動はProject Design Matrixにより詳しく記載されているが、①IDD対策モニ

タリングシステムの確立とモニタリング実施（IDD実態調査、ヨード化塩普及調査等が含まれ

る）、②プロジェクト・サイトでのヨード化塩の普及の推進、であり、さらにUNICEFと協調し

て、③ヨード化塩の生産と品質管理に関する調査と活動を行っていくことである。

　IDD実態調査は主に首都とウブルハンガイ県のベースラインデータ収集とその後のプロジェクト

活動のモニタリング、評価を目的とすることになろう。IDD疫学調査は首都のIDD担当者だけでな

く、プロジェクト終了後の継続性にかんがみて県レベルの人材を育成し、実施・報告（県→保健

社会福祉省）の確立を図る。このほか、今回の保健社会福祉省での話し合いのなかでプロジェク

ト開始後にウブルハンガイ県以外でも実態調査を行うことも検討された。

　ヨード化塩の普及活動は、全国的にはUNICEFの活動のモニタリングの調査とフィードバック、

プロジェクト・サイトでは地域住民参加型のIDD対策を導入していくことになろう。地域活動に関

して住民と医療従事者の意識調査、ヨード化塩の流通と住民の購買力についての調査をもとにし

て、可能で有効なアプローチを策定していくべきであると考える。

　また、フェルチャーほかの医療従事者のトレーニングがIDD対策に不可欠であり、これと地域住

民に対する啓蒙活動のための教育配布物の作成予算を２年目から利用することが望ましい。

　首都での活動は疫学調査の手法確立（マニュアル作成を含む）が開始後１年目の主業務のひと

つであり、そのために生化学検査室（血液、尿）を首都に早急に確立することが不可欠である。

今春には検査機器が供与されるので、プロジェクト開始直後に日本から短期の検査技師の派遣が

必要である。

３－５－２　カウンターパート

　共にプロジェクトを進めていく際の人材に関しては、保健社会福祉省のIDD対策のカウンター

パート２名はこれまで自発的にプログラムを進めてきたわけではないのでやや積極性に欠けるき

らいはあるが、一緒に調査等活動を実施していこうという意志があり、プロジェクトの推進力と

なってくれるものと思われる。プロジェクト・サイトでは県レベルの医療従事者（県保健部の栄

養問題担当者、各ソムの病院職員、バグの担当者<ファミリードクターまたはフェルチャー>）は
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もちろんのこと、ナーサリースクールはじめ教育関係者、村長やプロパガンディスタなど地域の

有力者、ヘルスボランティア、母親、小売店主等に働きかけていくことになる。

３－５－３　プロジェクト・サイト

　プロジェクト・サイトとしてウブルハンガイ県は妥当と思われる。理由として、IDDのHigh

Endemic Areaであること、首都ウランバートルから県庁所在地までは舗装道路が通じており電話

が通じていること、また県知事、各村長がプロジェクト開始に積極的であること、北から順に山

岳・草原・砂漠地区にほぼ分かれておりモンゴルの縮図であって、それぞれの地域でのプロジェ

クトの活動を国全体に拡大できる可能性があること、があげられる。さらに、ヨード化塩の普及

はこれからという段階であり、すでにかなり普及している首都と対比でき、その普及の過程を観

察できるメリットもある。

　一方、ウブルハンガイ県でのプロジェクト実施上困難な点として、村レベルでのトランスポー

テーションと通信の不備があげられる。村の中での交通手段は、中心部では車やバイクがまれに

使用されるが主として馬であり、辺境部では馬のみである。電話も県庁と村間では通じているが、

村内ではほとんどない。プロジェクト開始後の活動のモニタリングは不可欠であり、このために

現地医療従事者にバイクや無線装置の配備などを今後考慮すべきと思われる。

３－６　ウランバートル生活事情

　市場経済移行期にあるモンゴルでは、土地も建物も国の所有物であったが、最近は国民の所有

が認められている。５月11日からは全面的に私有化が解禁となったという。これまで専門家のよ

うな外国人は現地の人から又借りをしてアパートを確保している。ウランバートルではアパート

が主で一軒家はまれである。ロシア時代に建築されたアパートは画一的な間取りである。モンゴ

ル人は国に月額約20ドルの家賃を支払っているが、外国人がこれを又借りするときには約300ドル

ほどを払っている。アパートは８階建てぐらいであり、エレベーターはあるが動いていないこと

も多く、内部は例外なく異臭がしている。廊下の電球は盗まれていることがほとんどで、夕刻か

ら真っ暗になるので懐中電灯は必携である。暗くなって踊り場に人が立っていると不気味である。

一番外側のドアは２世帯で共有していることが多く、その中に別個のドアがあるが、それぞれ２

重のドアである。鍵も全部で４個ほど付けている。これでわかるように治安は不良で、最近とみ

に悪くなっているという話であった。地区によっては断水が頻発する所、冬季の暖房が不十分で

ある所などあるようである。派遣にあたってはアパートの内部、外部、周辺環境を考慮して決定

すべきである。安全性では一軒家が望ましいが、数少なく高額で月額2,000ドルほどもする。

　食品は年々豊富になってきたという話であり、５月には地物の作物も出回ってきて、さらに５

月１日から輸入税が廃止されたためマーケットの品数はかなり多くなっていることを実感した。
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だが、まだまだ野菜類は種類が少ないうえに中国からの輸入品がほとんどである。缶詰類は東欧

やアジアからの物が多種出ている。家庭水、ミルクは煮沸後飲用するほうがよい。

　近年、車両の数も増加しており新車・中古車の現地購入は十分可能である。地方ではガソリン

が入手できないことが多いので、プロジェクトの車両はディーゼル車が望ましい。

　電話回線は少なく、申し込んでから長く待たされることが多く（１年から数年）国立栄養研究

所でも電話は２台しかない。町中には公衆電話はなく、業務遂行のため携帯電話かポケットベル

の貸与も必要と思われる。インターネットも現地で加入可能である。
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別添　１

　調査日程表

４月４日（金） ウランバートル着

　　５日（土） 保健社会福祉省にて日程ほか打合せ

　　７日（月） JICA事務所、大使館、保健社会福祉省、大蔵省、対外関係省、UNICEF表敬。

　　８日（火） 国立栄養研究所（栄養研）にて、担当者とプロジェクトに関する話し合いを行

う。医科大学表敬。

　　９日（水） 栄養研にてプロジェクトに関する話し合いを行う。WHO表敬、今年度のIDD対

策への協同活動に関する話し合いを行う。国立公衆衛生疫学微生物研究所にて

プロジェクトの説明と話し合いを行う。

　　10日（木） 栄養研にてプロジェクトと今回の調査に関する打合せを行う。

　　11日（金） 延世病院を訪問。市内の３Health Unit（保健所）を訪問し、調査のための打合

せを行う。伊藤調査員来モンゴル。

　　12日（土） 保健社会福祉省、疫学研にてEPIに関する情報収集および話し合い。

　　13日（日） 車にてウブルハンガイ県に移動、Aimag Center（県庁所在地）にて宿泊。

　　14日（月） 県知事に表敬後、県庁所在地のHealth Centerを視察。午後、Y Somを訪問、

村長と病院長ほかと面談。県庁所在地に戻る。

　　15日（火） Bat-Ulzii Somを訪問、村長、病院長ほかと面談。周辺のゲルを訪問し婦人よ

りヨード化塩の使用等について聞く。精神障害のある２名の家庭を訪問。普通

塩とヨード化塩を売っている商店を訪問後、Hujirt Somへ移動、宿泊。村長、

サナトリウム病院長と懇談。

　　16日（水） Hujirt Som（Mid-Som Hospital）病院を視察後、サナトリウムを視察。その

後、Khar-Khorin Somにて病院と小学校を訪問視察。村長と病院長と面談。

午後11時にウランバートル帰着。

　　17日（木） 栄養研にて調査打合せ。午後、World Vision International（NGO）の責任者

らと面談、彼らのブルガン県でのヨード欠乏症対策について等意見を交換。

JICA事務所と日本大使館にフィールド調査の結果報告。

　　18日（金） 栄養研にてFocus Group Discussion（FGD）の打合せ。午後、栄養研にて女性

（非妊婦）のFGDを実施。

　　19日（土） Bayanzurh Health Unitにて妊婦のFGDを実施。調査準備。

　　21日（月） Sukhbaatar Health Unitにて妊婦のFGDを実施。調査準備。
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　　22日（火） 質問表の最終打合せ。担当者と、塩分使用量測定とヨード塩普及の調査とトレー

ニングの打合せ。

　　23日（水） 調査要員のトレーニング実施。午後から各保健所にて妊婦の家庭での塩分使用

の調査と聞き取り調査開始。

　　24日（木） 調査実施。JICA事務所にて打合せ。

　　25日（金） 調査実施。

　　28日（月） 調査実施。資料収集。

　　29日（火） 調査実施。ナライハ保健所視察。

　　30日（水） 調査実施。資料収集。

５月１日（木） 調査実施。カウンターパートと話し合い。資料収集。

　　２日（金） 調査実施。製塩工場視察。

　　５日（月） 調査実施。

　　６日（火） 調査実施。WHO、UNICEF、保健社会福祉省とのEPIレビューに参加。

　　７日（水） 調査実施。

　　８日（木） 調査実施。保健社会福祉省で最終報告。

　　９日（金） 大使館、UNICEF、JICA事務所に報告。

　　10日（土） 離モンゴル。日本帰国。
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